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うなぎ稚魚漁業の許可方針の概略

２　うなぎ稚漁業の許可の申請と発給

高　知　県
県の許可告示数115　 許可を受けようとする者

(44地区に115者)

①許可の申請
　（申請条件を満たした者が申請）
　　・県内に住所を有する個人又は法人
　　・操業区域の漁業権者の同意
　　・操業区域に隣接する内水面漁協の同意

②許可の発給
　（区域ごとの許可すべき数に応じて許可）
　　・許可すべき数の上限を上回る申請が
　　　あった場合は「うなぎ稚魚漁業の許可
　　　の基準」で許可を受ける者を決定

①

②

・県から許可を受けようとする者＝漁協など

集出荷する者

・県は許可する者を決定

３　うなぎ稚漁業によるシラスウナギ採捕、集荷、販売

県内外の養鰻業者

シラスウナギ（販売）

5　

〇許可を受けた者は県内外の養鰻業者に販売
〇販売量と販売先は県に報告

高　
知　
県

報告
許可を受けようとする者

(44地区に115者)

〇漁業従事者数に上限あり（操業区域ごと）
〇漁業従事者数は令和４年度の特別採捕の実績を踏襲
〇許可を受けた者自らが採捕する場合も漁業従事者に含む

集出荷する者
採捕したシラスウナギを集荷
〇 許可を受けた者が自ら行う場合
〇 許可を受けた者が他者と代行契約を
    締結し、行う場合

　　⇒許可を受けた者が認めていない者
　　（場所）に持っていくことは不可

〇漁業従事者を構えて漁業を営む
（許可を受けた者が選任）

漁業従事者(2,477名)

漁業従事者(2,477名)
実際にシラスウナギを採捕する人〇集出荷する者を代行させることができる

　（許可を受けた者が認めた場合）

１　知事許可漁業への移行について
○令和５年12月１日にしらすうなぎが特定水産動植物に指定
〇特定水産動植物の採捕の禁止
　　　　＊　許可等に基づき行う場合を除き、特定水産動植物の採捕を禁止（第132条）
　　　　 　　⇒違反者に対する罰則は３年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金（第189条）
　　　　＊　採捕が可能な場合：許可漁業又は漁業権に基づいて漁業を営む場合
〇令和5年度に特別採捕許可から知事許可漁業に移行

〇採捕量と集荷量は県に報告

〇高知県に提出
＊　漁業従事者名簿
＊　暴力団排除に関する誓約書

〇高知県に提出
＊　集出荷体制に関する届出書
＊　集出荷者名簿
＊　暴力団排除に関する誓約書

シラスウナギ
（集荷） シラスウナギ

（採捕）

実際にシラスウナギを採捕する人

採捕した
シラスウナギを集荷
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操業区域 地区
許可すべき
漁業者の数

漁業従事者
の数

操業区域 地区
許可すべき
漁業者の数

漁業従事者
の数

操業区域１ 野根 2 12 操業区域25 深浦 2 5

操業区域２ 室戸 2 2 操業区域26 須崎１ 2 32 須崎釣

操業区域３ 吉良川 2 5 操業区域27 須崎２ 2 25 錦浦

操業区域４ 奈半利 2 91 操業区域28 須崎３ 2 51 須崎町

操業区域５ 田野 3 50 操業区域29 久礼 2 6

操業区域６ 安田 2 41 操業区域30 佐賀 3 144

操業区域７ 安芸 5 58 操業区域31 上川口 4 41

操業区域８ 赤野 2 12 操業区域32 入野 5 31

操業区域９ 和食 2 7 操業区域33 田野浦 2 18

操業区域10 手結 2 42 操業区域34 下田 5 149

操業区域11 岸本 2 20 操業区域35 下ノ加江 2 16

操業区域12 赤岡 3 120 操業区域36 小筑紫 3 50

操業区域13 吉川 3 94 操業区域37 片島 2 70

操業区域14 久枝 2 32 操業区域38 松田川 2 32

操業区域15 香西 2 40 操業区域39 仁淀川 6 288

操業区域16 浜改田 2 9 操業区域40 四万十川 6 475

操業区域17 十市 2 12 操業区域41 高知市内水面 2 13

操業区域18 浦戸１ 2 83 一部 操業区域42 新川川 2 20

操業区域19 浦戸２ 2 55 全域 操業区域43 須崎市内水面 2 5

操業区域20 御畳瀬 2 30 操業区域44 福良川 2 10

操業区域21 春野町甲殿 3 71 115 2477

操業区域22 春野町仁淀川 3 15

操業区域23 新居 2 27

操業区域24 宇佐 3 68

計

第５条（操業区域（地区）ごとの許可すべき漁業者の数及び漁業従事者の数）
第12条（許可を受けようとする者ごとの漁業従事者数の上限の割当て）
・　許可すべき漁業者の数と漁業従事者の数　　（令和４年度漁期の許可実績を根拠に決定）
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・申請者Aの空２枠を申請者Bと申請者Cに
　等分して割り当てる

第12条（許可を受けようとする者ごとの漁業従事者数の上限の割当て）

申請者
A

申請者
B

ケース１ 許可数の上限：3
漁業従事者数の上限：15

申請者
C

7

6

15

申請漁業従事者
従
事
者
数
の
上
限
1
5

5

5

5
上限の
等分

ケース2 許可数の上限：3
漁業従事者数の上限：15

申請者
A

申請者
B

申請者
C

3

6

10

合計申請数
28

申請漁業従事者
従
事
者
数
の
上
限
1
5

合計申請数
19

上限の
等分

空枠の
調整

5
(空枠２)

5

5

△２

＋１

＋１

調整後

3

6

6

・　漁業従事者数の割当ては下図のとおり

漁業従事者数の上限を超える申請があった場合は、

・許可を受けようとする者に上限を等分して割り当てる　【ケース１】

・等分後、ある申請者に対して空枠がでたら、他の申請者に等分して割り当てる　【ケース２】

・　申請した漁業従事者が全て認可されるとは限らない
・　漁業従事者名簿には優先順位の高い従事者を
　　上の行に記載して申請 -3-



申請者
A

申請者
B

ケース３ 許可数の上限：２
漁業従事者数の上限：40

申請者
C

30

5

申請漁業従事者

従
事
者
数
の
上
限
4
0

20

20

上限の
等分

合計申請数
55

20

許
可
数
の
上
限
２

許可の基準に基づく優
先順位による審査

優先順位①
許可

優先順位②
許可

優先順位③
×

申請者
A

申請者
B

ケース４ 許可数の上限：２
漁業従事者数の上限：40

申請者
C

30

5

申請漁業従事者

従
事
者
数
の
上
限
4
0

５

上限の
等分合計申請数

57

20
許
可
数
の
上
限
２

許可の基準に基づく優
先順位による審査

優先順位①→くじあたり

×

・優先順位の高い申請者A、C、Eの中からくじで選定
・くじで選ばれた申請者CとEに許可
・漁業従事者数は、申請者Cの５人、Eの１人
・漁業従事者数の上限との差34人分は、当該年度に
　許可されない

・優先順位の高い申請者AとＢに許可
・AとＢで漁業従事者数の上限を等分

許可数の上限を超える申請があった場合

申請者
D

申請者
E

1

1

許可数の上限を超える申請があった場合は、

・優先順位の高い者から許可する者を決定

・優先順位が同じ場合は「くじ」で許可する者を決定

　※うなぎ稚魚漁業の許可の基準（第4条、第5条）

×

×

１
優先順位①→くじあたり

優先順位⑤

優先順位①→くじはずれ

優先順位④

第９条（許可の基準）
第12条（許可を受けようとする者ごとの漁業従事者数の上限の割当て)　
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